
 

 

議案第８０号   

 

札幌市脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進のための市税 

の課税の特例に関する条例案 

令和６年（２０２４年）１１月２８日提出 

 

札幌市長 秋 元 克 広   

 

札幌市脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進のための市税 

の課税の特例に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第６条第１項の規定に基づき、法人市民税、固定資産税、事業所税及び

都市計画税の課税について、札幌市税条例（昭和２５年条例第４４号。以下

「市税条例」という。）の特例等に関する事項を定めることにより、地域にお

ける自然環境及び生活環境との調和の下に、脱炭素成長型経済構造への円滑

な移行に資する投資の促進に寄与する産業及び金融機能の集積並びに当該産

業に係る供給網の構築を図り、もって経済の活性化に資することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、市税条例で定めるもののほか、次に

定めるところによる。 

(1) ＧＸ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和

５年法律第３２号）第２条第１項に規定する脱炭素成長型経済構造への円

滑な移行をいう。 

(2) ＧＸ産業 ＧＸに資する投資の促進に寄与する産業をいう。 

(3) 特定事業 次のいずれかに該当する事業をいう。 

ア ＧＸ産業のうち北海道が有する再生可能エネルギー（北海道地球温暖

化防止対策条例（平成２１年北海道条例第５７号）第２条第６号に規定

する再生可能エネルギーをいう。以下この号において同じ。）の潜在力を



 

 

有効に活用する事業であって、規則で定めるもの（以下「ＧＸ事業」と

いう。） 

イ 市内において、ＧＸ産業のうち北海道が有する再生可能エネルギーの

潜在力を有効に活用する事業に係る投資その他の金融サービスを提供す

る事業又は情報技術を用いた革新的な金融サービスを提供する事業であ

って、規則で定めるもの（以下「金融事業」という。） 

(4) 革新的特定事業 特定事業のうち、新たな価値又は経済社会の変化をも

たらす革新的な事業として市長が定めるものをいう。 

(5) 特定事業者 次のいずれかに該当する事業者をいう。 

ア ＧＸ事業を営み、若しくは営もうとする法人（法第２９４条第１項第

５号に掲げる者並びに同条第８項及び法第７０１条の３２第３項の規定

により法人とみなされるものを含む。以下同じ。）又はＧＸ事業を営む法

人を設立しようとする者 

イ 金融事業を営み、若しくは営もうとする法人又は金融事業を営む法人

を設立しようとする者 

（特定事業計画の認定） 

第３条 特定事業者は、規則で定めるところにより、特定事業に関する計画（以

下「特定事業計画」という。）を作成し、市長の認定の申請をすることができ

る。 

２ 特定事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 特定事業者に関する事項 

(2) 特定事業の内容 

(3) 特定事業の実施場所 

(4) 特定事業の計画期間 

(5) 特定事業に係る土地、家屋又は償却資産の取得に関する事項 

(6) 特定事業計画の実施に伴う労務に関する事項 

(7) 特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

３ 市長は、第１項の申請があった場合において、当該申請に係る特定事業計

画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定を



 

 

するものとする。 

(1) ＧＸ産業及び金融機能の集積並びにＧＸ産業に係る供給網の構築を図り、

経済の活性化に資するものとして、規則で定める要件に適合するものであ

ると認められること。 

(2) 地域における自然環境及び生活環境との調和が図られ、円滑かつ確実に

実施されると見込まれるものであること。 

(3) 特定事業の実施により常時雇用する者の数（以下「市内雇用者数」とい

う。）が規則で定める数以上に増加することが見込まれるものであることそ

の他雇用する者に関し規則で定める要件に適合するものであること。 

４ 前項の規定にかかわらず、第１項の申請をした特定事業者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、市長は、前項の認定をしないものとする。 

(1) 市税の滞納があるとき。 

(2) 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２５年条例第６号）第２

条第１号の暴力団（法第２９４条第１項第５号に掲げる者にあっては、同

条例第２条第２号の暴力団員）又は同条例第７条第１項の暴力団関係事業

者であるとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事由に該当するとき。 

５ 市長は、第３項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を申請

した特定事業者に通知するものとする。 

（認定特定事業計画の変更） 

第４条 前条第５項（次項において準用する場合を含む。）の規定による通知を

受けた特定事業者（以下「認定特定事業者」という。）は、同条第３項又はこ

の項の規定による認定を受けた特定事業計画（以下「認定特定事業計画」と

いう。）の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、市長の認

定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、

この限りでない。 

２ 前条第３項から第５項までの規定は、前項の認定について準用する。 

（認定特定事業の開始等の届出） 

第５条 認定特定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定

めるところにより、それぞれ当該各号に定める行為をした日から３０日以内



 

 

に、その旨を市長に届け出なければならない。 

(1) 第３条第３項の認定を受けた日から令和１５年３月３１日までの間に認

定特定事業計画に係る特定事業（以下「認定特定事業」という。）の事務所

又は事業所（以下「事務所等」という。）を設置したとき。 

(2) 前号の事務所等を設置した日の翌日から起算して１年以内に当該事務所

等を認定特定事業の用に供したとき。 

(3) 第３条第３項の認定を受けた日から令和１５年３月３１日までの間に認

定特定事業（ＧＸ事業であるものに限る。次号及び第５号において同じ。）

の事務所等の用に供する予定の家屋若しくはその敷地である土地又は償却

資産若しくはその敷地である土地を取得したとき。 

(4) 認定特定事業に係る土地の取得（この条例の施行の日以後の取得に限る。）

の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設又は

償却資産の設置に着手したとき。 

(5) 第３号の家屋又は償却資産の取得をした場合にあっては、当該取得の日

の翌日から起算して１年以内に当該家屋又は当該償却資産を認定特定事業

の用に供したとき。 

（認定特定事業の報告等） 

第６条 次に掲げる者は、規則で定めるところにより、毎事業年度終了後、認

定特定事業に係る事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。た

だし、前条第５号の規定による届出をした認定特定事業者であって、当該事

業報告書を提出する対象である事業年度（以下「報告事業年度」という。）の

終了の日より前に固定資産税の最初の賦課期日が到来するものは、規則で定

めるところにより、当該賦課期日が到来する日の属する月の末日までに認定

特定事業に係る事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。 

 (1) 前条第２号又は第５号の規定による届出をした認定特定事業者 

 (2) 認定特定事業者（前号に掲げる者を除く。）であって、革新的特定事業を

営むもの（以下「認定革新的特定事業者」という。） 

２ 前項の事業報告書には、規則で定めるところにより、報告事業年度の末日

（同項ただし書の規定により事業報告書を提出する場合にあっては、前条第

５号の家屋又は償却資産を認定特定事業の用に供した日）における市内雇用



 

 

者数その他の認定特定事業の実施状況に関する事項を記載しなければならな

い。 

３ 市長は、第１項の事業報告書の提出を受けたときは、前条の規定による届

出の状況及び当該事業報告書の内容を踏まえ、規則で定めるところにより、

次に掲げる事項及び課税免除の対象となる市税目を決定するものとする。 

(1) 認定特定事業者の報告事業年度の末日における市内に有する事務所等に

おいて認定特定事業に従事する従業者（俸給、給料若しくは賞与又はこれ

らの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員を含む。以下

同じ。）の数を当該報告事業年度の末日における市内に有する事務所等にお

いて当該認定特定事業者が営む全ての事業に従事する従業者の数で除して

得た割合（以下「法人市民税認定特定事業割合」という。） 

(2) 認定特定事業者の報告事業年度の末日における認定特定事業の用に供す

る事業所床面積 

(3) 認定特定事業者の報告事業年度における認定特定事業に従事する従業者

に支払った従業者給与総額 

(4) 認定特定事業者（第２条第５号アに該当する事業者に限る。次号、第１

２条及び第１６条において同じ。）が認定特定事業計画に基づき取得した家

屋、当該家屋に占める認定特定事業の用に供する部分及びその面積並びに

その敷地である土地 

(5) 認定特定事業者が認定特定事業計画に基づき取得した認定特定事業の用

に供する償却資産及びその敷地である土地 

（認定特定事業の廃止等の届出） 

第７条 認定特定事業者は、認定特定事業を廃止し、休止し、又は休止した認

定特定事業を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらか

じめ、市長に届け出なければならない。 

（認定の取消し） 

第８条 市長は、認定特定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、認定特定事業計画の認定を取り消すことができる。 

(1) 令和１５年３月３１日までに認定特定事業に係る事務所等の設置又は事

務所等の用に供する家屋若しくは償却資産の取得の事実が確認できないと



 

 

き。 

(2) 認定特定事業計画が第３条第３項各号のいずれかに適合しなくなったと

き。  

(3) 第３条第４項各号のいずれかに該当することとなったとき。 

(4) 前条の規定による廃止の届出があったとき。 

(5) 偽りその他不正の手段により、第３条第３項若しくは第４条第１項の認

定を受け、第５条の規定による届出をし、又は第６条第１項の事業報告書

を提出したとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認定を取り消すことが適当であると

認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を認定

特定事業者に通知するものとする。 

（認定ＧＸ事業者への法人市民税の課税免除） 

第９条 第６条第３項の決定を受けた認定ＧＸ事業者（認定特定事業者のうち

第２条第５号アに該当する事業者をいい、認定革新的特定事業者を除く。以

下同じ。）に対して課す法人市民税については、認定特定事業を開始した日

（当該認定特定事業が既にこの条例の規定による課税免除を受けた認定特定

事業を譲り受けたものであると市長が認めるときは、市長が定める日。以下

この条、次条、第１３条及び第１４条において同じ。）の属する事業年度の初

日から１０年以内に終了する各事業年度（第３条第３項の認定を受けた日の

属する事業年度以後の事業年度に限り、当該事業年度中に前条の規定により

認定を取り消された場合にあっては、当該認定を取り消された事業年度の前

年度までの事業年度とする。以下この条、次条、第１３条及び第１４条にお

いて同じ。）に限り、当該事業年度に係る法人税割額のうち、当該法人税割額

に当該事業年度における法人市民税認定特定事業割合を乗じて得た額に、次

の表の左欄に掲げる事業年度の区分に応じ同表右欄に定める割合を乗じて得

た額に相当する額を課さない。 

事業年度 割合 

認定特定事業を開始した日の属する事業年度の初日から １０分の１０ 



 

 

５年以内に終了する事業年度  

認定特定事業を開始した日の属する事業年度の初日から 

５年を超え１０年以内に終了する事業年度 

２分の１ 

（認定金融事業者への法人市民税の課税免除） 

第１０条 第６条第３項の決定を受けた認定金融事業者（認定特定事業者のう

ち第２条第５号イに該当する事業者をいい、認定革新的特定事業者を除く。

以下同じ。）に対して課す法人市民税については、認定特定事業を開始した

日の属する事業年度の初日から１０年以内に終了する各事業年度に限り、当

該事業年度に係る法人税割額のうち、当該法人税割額に当該事業年度におけ

る法人市民税認定特定事業割合を乗じて得た額に相当する額を課さない。 

（認定革新的特定事業者への法人市民税の課税免除） 

第１１条 第９条の規定は、第６条第３項の決定を受けた認定革新的ＧＸ事業

者（認定革新的特定事業者のうち第２条第５号アに該当する事業者をいう。

以下同じ。）に対して課す法人市民税について準用する。この場合において、

第９条中「認定ＧＸ事業者（認定特定事業者のうち第２条第５号アに該当す

る事業者をいい、認定革新的特定事業者を除く。以下同じ。）」とあるのは

「認定革新的ＧＸ事業者」と、「認定特定事業を開始した日（当該認定特定

事業が既にこの条例の規定による課税免除を受けた認定特定事業を譲り受け

たものであると市長が認めるときは、市長が定める日。以下この条、次条、

第１３条及び第１４条において同じ。）」とあるのは「その法人の設立の日」

と、同条の表中「認定特定事業を開始した日」とあるのは「法人の設立の日」

と読み替えるものとする。 

２ 前条の規定は、第６条第３項の決定を受けた認定革新的金融事業者（認定

革新的特定事業者のうち第２条第５号イに該当する事業者をいう。以下同じ。）

に対して課す法人市民税について準用する。この場合において、前条中「認

定金融事業者（認定特定事業者のうち第２条第５号イに該当する事業者をい

い、認定革新的特定事業者を除く。以下同じ。）」とあるのは「認定革新的

金融事業者」と、「認定特定事業を開始した日」とあるのは「その法人の設

立の日」と読み替えるものとする。 

（固定資産税の課税免除）  



 

 

第１２条 第６条第３項の決定を受けた認定特定事業者が所有者である同項第

４号の部分及び同項第５号に規定する償却資産並びにこれらの敷地である土

地（以下この条及び第１６条において「対象固定資産」という。）に係る固定

資産税については、当該対象固定資産を認定特定事業の用に供した日（当該

認定特定事業者が営む認定特定事業が既にこの条例の規定による課税免除を

受けた認定特定事業を譲り受けたものであると市長が認めるときは、市長が

定める日。以下この条において同じ。）の属する年の翌年の１月１日（当該対

象固定資産を認定特定事業の用に供した日が１月１日の場合には、同日。以

下この条において同じ。）を賦課期日とする年度以後１０年度以内の各年度

（第３条第３項の認定を受けた日の属する年の翌年の１月１日を賦課期日と

する年度以後の年度に限り、第８条の規定により認定を取り消された場合に

あっては、当該認定を取り消された日の属する年の１月１日を賦課期日とす

る年度までの年度とする。以下この条において同じ。）の年度分に限り、当該

年度に係る固定資産税額のうち、対象固定資産に係る固定資産税額に次の表

の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表右欄に定める割合を乗じて得た額に相

当する額を課さない。 

年度 割合 

対象固定資産を認定特定事業の用に供した日の属する年 

の翌年の１月１日を賦課期日とする年度以後５年度以内 

の年度 

１０分の１０ 

対象固定資産を認定特定事業の用に供した日の属する年 

の翌年の１月１日を賦課期日とする年度以後５年度を超 

え１０年度以内の年度 

２分の１ 

（認定ＧＸ事業者への事業所税の課税免除） 

第１３条 第６条第３項の決定を受けた認定ＧＸ事業者に対して課す事業所税

については、認定特定事業を開始した日の属する事業年度の初日から１０年

以内に終了する各事業年度に限り、当該事業年度に係る事業所税のうち、資

産割額にあっては当該事業年度に係る同項第２号の事業所床面積に次の表の

左欄に掲げる事業年度の区分に応じ同表右欄に定める割合を乗じて得た事業

所床面積に１平方メートルにつき６００円を乗じて得た額に相当する額を、



 

 

従業者割額にあっては当該事業年度に係る同項第３号の従業者給与総額に同

表左欄に掲げる事業年度の区分に応じ同表右欄に定める割合を乗じて得た従

業者給与総額に１００分の０．２５を乗じて得た額に相当する額を課さない。 

事業年度 割合 

認定特定事業を開始した日の属する事業年度の初日から 

５年以内に終了する事業年度 

１０分の１０ 

認定特定事業を開始した日の属する事業年度の初日から 

５年を超え１０年以内に終了する事業年度 

２分の１ 

（認定金融事業者への事業所税の課税免除） 

第１４条 第６条第３項の決定を受けた認定金融事業者に対して課す事業所税

については、認定特定事業を開始した日の属する事業年度の初日から１０年

以内に終了する各事業年度に限り、当該事業年度に係る事業所税のうち、資

産割額にあっては当該事業年度に係る同項第２号の事業所床面積に１平方メ

ートルにつき６００円を乗じて得た額に相当する額を、従業者割額にあって

は当該事業年度に係る同項第３号の従業者給与総額に１００分の０．２５を

乗じて得た額に相当する額を課さない。 

（認定革新的特定事業者への事業所税の課税免除） 

第１５条 第１３条の規定は、第６条第３項の決定を受けた認定革新的ＧＸ事

業者に対して課す事業所税について準用する。この場合において、第１３条

中「認定ＧＸ事業者」とあるのは「認定革新的ＧＸ事業者」と、「、認定特定

事業を開始した日」とあるのは「、その法人の設立の日」と、同条の表中「認

定特定事業を開始した日」とあるのは「法人の設立の日」と読み替えるもの

とする。 

２ 前条の規定は、第６条第３項の決定を受けた認定革新的金融事業者に対し

て課す事業所税について準用する。この場合において、前条中「認定金融事

業者」とあるのは「認定革新的金融事業者」と、「認定特定事業を開始した日」

とあるのは「その法人の設立の日」と読み替えるものとする。 

（都市計画税の課税免除） 

第１６条 第６条第３項の決定を受けた認定特定事業者が所有者である対象固

定資産に係る都市計画税の課税については、第１２条の固定資産税の例によ



 

 

る。 

（他の条例との調整） 

第１７条 この条例の規定による課税免除は、他の条例の規定による課税免除

を受けることができるときはその課税免除の限度において、行わない。 

（報告徴収及び立入検査） 

第１８条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、認定特定事業者に

対し、認定特定事業に関し必要な事項の報告を求め、又はその職員に、認定

特定事業者の事務所等その他の当該認定特定事業を行う場所に立ち入らせ、

帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させ

ることができる。 

２ 前項の規定により立入り、検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を

携帯し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

（理 由） 

国が本市及び北海道を「金融・資産運用特区」に指定したことを受け、脱炭

素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資の促進に寄与する産業及び金融

機能の集積並びに当該産業に係る供給網の構築を図り、経済の活性化に資する

ことを目的として、市税の課税の特例を設けるため、本案を提出する。 


